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飼育動物の診療施設開設届出書 

 

  ○○年  ○月  ○日 

奈良県知事 殿 

 

開設者 

住  所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

 

氏  名（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

 

資  格（  獣医師   獣医師でない ） 

 

電話番号 00-0000-0000 

フ ァ ク シ ミ リ 番 号   00-0000-0000 

 

診療施設を開設したので、獣医療法第３条に基づき、下記のとおり届け

出ます。 

記 

 

１ 診療施設の名称 

 

○ ○ 動 物 病 院  

２ 開設の場所 

 〒  

 

 

電 話 番 号  00-0000-0000 

フ ァ ク シ ミ リ 番 号   00-0000-0000 

 

３ 開設の年月日 ○ ○ 年   ○ 月   ○ 日  

４ 管理者 

氏 名  奈 良  鹿 男  

 

   〒 000-0000 

住 所   

奈 良 県 奈 良 市 ○ ○ 町 １ － ２ － ３  

 

獣 医 師 登 録 番 号  第 ０ ０ ０ ０ ０ 号  

獣 医 師 登 録 年 月 日   ○ ○ 年 ○ 月 ○ 日  

届 出 日 を 記 入  

➞開 設 後 10 日 内 に 届 出  

（ 事 前 受 付 不 可 ）  

免 許 証 に 裏 書 が あ れ ば 、 裏 書 の 日 付 を 記 入  

往診診療診療（開設者：法人）の記入例 

管 理 者 自 宅 住 所  

業 務 開 始 日  

（ 届 出 日 で は な い ）  

獣 医 療 法 第 ７ 条 往 診 診 療 者 等 に 該 当  

開 設 者 の 住 所 を 記 入  

法 人 の 場 合 は「 獣 医 師 で な い 」に ○ を つ ける  
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５ 診療の業務を行う 

獣医師（全員） 

 

氏 名  獣 医 師 登 録 番 号  獣 医 師 登 録 年 月 日  

奈 良  鹿 男  第 ０ ０ ０ ０ ０ 号  ○ ○ 年 ○ 月 ○ 日  

大 和  鹿 子  第 ０ ０ ０ ０ ０ 号  ○ ○ 年 ○ 月 ○ 日  

   

   

６ 診療の業務の種類 産業動物   小 動 物   そ の 他（  ） 

７ 診療施設の構造設備 

の概要 

（１）建物の構造 

診 療 車 、 調 剤 施 設  

（２）平面図 別紙のとおり 

（３）診療の用に供するエックス線の発生装置（定格 

管電圧10ｷﾛﾎﾞﾙﾄ以上かつ有するエネルギーが1ﾒｶﾞ 

電子ﾎﾞﾙﾄ未満のものに限る）等の有無 

 

（ 有 ・ 無 ） 

（３）で有る場合、発生装置等の 

概要 
別紙のとおり 

８ 往診診療 専  門     専門でない 

９ 麻薬及び向精神薬

使用の有無及び保

管の状況 

有（品名 ○○○・△△△     ） ・ 無 

 

保管の状況： 鍵のかかる保管庫 

 

注１ 開設者が法人である場合は、定款を添付すること。 

 ２ 開設者が法人である場合の資格は、獣医師でないにすること。 

 ３ 診療の業務を行う獣医師欄が不足する場合は、別紙に記載すること。 

４ 獣医療法施行規則第１条第１項第６号～第１１号に該当する診療の用に供する 

エックス線の発生装置等を有する場合（７（３）の規格を越える場合）は、別途 

必要事項を届け出ること。 

 ５ 開設の日から１０日以内に届け出ること。１０日を越えて届け出る場合は、  

遅延理由書を併せて提出すること。  

・研 修 獣 医 師 等 含 む す べ て の 診 療 獣 医 師 を 記 入（ 管 理 者 が 診 療 業 務 を 行 う 場 合 は 管 理 者 も 記 入 ） 

・ ４ 名 以 上 の 場 合 は 、 記 入 欄 を 補 足 す る か 、 別 紙 に 記 載 す る こ と 。  

免 許 証 に 裏 書 が あ れ ば 、 裏 書 の 日 付 を 記 入  

品 名 が 不 明 の 場 合 は 成 分 名  

該 当 が あ れ ば 記 入 。な け れ ば 空 欄  

「 診 療 車 」 等 の 施 設 が あ れ ば 記 入 。 
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診療施設・設備の概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 診療施設の平面図・面積・長さ・室の名称等を記載すること。 

  平面図は、診療室、手術室、調剤室、待合室、入院室、薬品保管庫等の位置関係 

及び広さが確認できるものとすること。 

２ 往診診療専門の場合は、使用する薬品、器具等の保管場所も記載すること。 

３ 冷暗貯蔵が必要な薬品を取り扱う場合は、冷蔵設備の位置を記載すること。 

４ 麻薬及び向精神薬の取扱いがある場合は、専用の鍵付き保管庫の位置を記載 

すること。
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開設場所付近の略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


